
先
正
岡
与
六
泊
二
十
一
個
場
一
三
園
・
個
物
倒
市
内
暢
目
↓
園

-aa伺巴巷セ+ニ箪き再-V園町咽読

孝子哩聾目-月......勾主主主幸四野宮

論

咽

醤

鳳

租
税
分
類
の
一
案
-

特
殊
枇
曾
皐
慨
会
の
批
判
・
・
・
・
・
・
立
場
博
士

経
済
静
態
に
つ
い
て

出
場
博
士

-
立
愚
博
士

誼

苑

財
政
以
外
の
課
税
目
的

海
運
市
場
に
就
て
-

経
済
法
の
概
念
・
・
・
・
-
-
-
開
済
問
中
士

都

帽

錦

廊

米
国
の
地
方
自
治
三
財
政

土
佐
藩
に
於
け
る
武
家
の
借
滞
作
配

貨
幣
数
量
説
へ
の
一
考
嬬
・
.

百
姓
一
撰
後
生
の
季
節
・
.

唱蕊

Aを

-組済事博士

組問串博士

組
済
構
士

暗

唱

上

組
出
品
-
土

紳
商
加
申
士

抽
安
維
持
法
中
改
正
・
重
弾
輸
出
品
取
締
規
則

神

戸

正

雄

米
国
庄
太
耶

保

臣

刷

高

田

汐
見
ゴ
一
郎

小

島

昌

太

郎

橋

本

文

雄

中

川

典

之

助

松

好

貞

夫

松

岡

孝

児

黒

正

巌



決豆

、足辱

言告T

叢

第
二
十
七
容

第

競

-
国
甜
盟
百
五
拾
八
惨

昭
和
三
年
入
月
後
行

論

叢

租

税

分

類

の

案

神

戸

lE. 

雄

縮
官
{
本
論
由
目
的
)

第
一
段
プ
ロ
イ
ヤ
1
白
骨
銅
新
案
(

F

プ
ロ
イ
ヤ
1
自
分
類
共
も
の
ニ
棋
の
考
の
先
岨
と
な
り
又
は
伎
に
暗
示
を
興
へ
た
る
も
白
三
共
抗
評
A
長

師
、
川
課
税
物
件
自
主
主
る
差
異
に
よ
り
た
る
と
と

hw諜
枯
楳
申
白
京
大
な
る
差
異
を
も
一
市

L
得
た
る
こ
と
刷
相
縦
植
の
部
届

5
量
近
代
的
自

理
解
に
過
酷
す
る
と
と
似
諸
他
山
口
柑
加
桔
に
も
共
性
質
に
趨
臨
し
た
る
地
位
を
県
へ
た
る
こ
と
句
短
所
い
分
翻
山
根
締
た
る
物
件
の
差
異
が
明
確

在
肱
(
こ
と
口
町
鵠
桔
標
準
に
づ
い
て
も
明
確
な
る
恒
別
の
行
は
れ
雌
吉
乙
と

ω相
縦
軸
を
財
詑
腺
柏
と
ナ
る
と
と
に
疑
あ
る
こ
&
叫
摺
加
枯
白
地

位
に
も
疑
あ
る
ζ
ル

」

)

第
ニ
四
回
私
自
分
類
(
付
制
抽
出
品
其
も
由
ト
ド
其
説
明
長
一
世
何
長
所
い
凡
ペ
て
の
粧
を
明
瞭
に
分
割

L
得
る
と
と
h
凶
器
京
重
要
な
る
も
白
た
る
と
と

阿
武
器
需
に
も
過
臨
し
柑
る
こ
と
作
雄
向
車
内
八
誌
と
時
ぼ
一
致
し
而
か
も
-
暦
適
切
な
る
ζ
ξ

同
-
一
主
的
の
分
一
割
が
油
切
む
る
ζ

と
川
短
所
(
川

前

議

租
積
分
割
。
一
案

第
二
十
七
巻

-
四
九

第

脱

，‘ 



曲

襲

租
精
分
頼
。
一
案

第
二
十
七
巻

E 
O 

第

披

誠
一
拍
標
準
白
調
創
性
に
位
ら

f
る
乙
と
川
崎
町
磐
田
に
合
り
る
財
産
龍
一
拍
を
知
一
醐
ナ
る
乙
と
切
暗
申
告
在
日
開
で
あ
る
雄
一
あ
り
と
い
ふ
事
)

結
論
『
全
文
白
袈
旨
)

緒

員

租
枕
R
T
縞
に
は
色
々
ゐ
る
。
中
に
就
き
て
も
直
接
枕
間
接
税
の
匝
別
に
は
古
来
、
幾
多
の
事
者
が
色
々
雑
多
な

設
明
を
興
へ
た
所
村
い
が
、
其
に
は
何
れ
に
も
多
少
の
侠
貼
を
件
ふ
の
で
・
皐
関
上
に
は
あ
ま
h
其
れ
が
歓
迎
せ
ら

れ
な
い
。
尤
も
賞
際
に
は
共
に
も
拘
ら
A
V
此
が
我
闘
の
如
き
で
は
縛
燦
的
仁
維
持
さ
れ
使
用
吉
れ

τ居
る
。
由
串
者

は
近
頃
で
は
普
通
に
は
所
得
税
収
盆
税
財
産
税
交
通
税
消
喪
殺
の
分
類
を
多
〈
周
ゐ
て
居
h
、
私
も
由
来
之
に
倣

ふ
て
租
殺
を
分
類
し
、
そ
L
て
特
に
祖
枕
瞳
系
を
説
明
す
る
ご
き
に
は
、
醤
京
市
の
筆
幌
枕
の
意
味
に
於
け
る
直
接

枕
た
る
所
得
税
牧
盆
税
財
産
税
ご
、
従
率
税
の
意
味
に
於
る
間
接
税
た
る
交
遇
税
消
費
税
正
を
封
立
L
て
取
扱
ひ

来
っ
て
居
る
o

其
れ
で
大
飽
差
支
な
い
ゃ
う
で
は
あ
る
が
、
併
し
元
来
、
租
税
の
如
き
枇
曾
現
象
の
分
類
に
は
絶

相
割
的
り
も
の
は
ゐ
h
得
ず
、
み
{
〈
膝
史
的
に
謎
遜
L
得
べ
き
も
の
で
あ
る
(
陸
一
)
O

税
目
英
も
の
が
岡
仁
よ
h
叉
時

に
よ
り
て
も
異
b
、
特
に
之
を
一
困
に
就
い
て
見
て
も
盆
々
新
し
き
も
の
が
費
生

L
、
同
一
の
税
ピ

L
て
も
葉
怠

畿
が
謎
h
来
る
ど
い
ふ
事
の
あ
る
に
於
て
謹
二
)
、
随
つ

τは
租
税
分
類
に
も
品
開
託
の
あ
b
得
る
芭
す
〈
き
で
、
随

っ
て
租
税
分
類
ど
い
ふ
も
の
に

τ、
そ
ん
な
に
何
時
ま
で
も
奮
来
の
を
鶴
一
水
し
て
の
み
は
居
る
-
へ
き
で
な
〈
、
時

拙著、組済論集、第三加、 S6以下、
尉政事要論、 191-192 •

1) 
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々
考
へ
直
し
て
見
る
こ
己
脅
志
つ
て
は
な
ら
ぬ
ご
す
る
。

で
偶
々
最
近
に
プ
ロ
イ
ャ

l
致
授
の
新
分
類
案
が
出
に

の
を
見
る
に
於
て
、
私
は
少
し
〈
此
に
つ
き
て
考
へ
て
見
花
。
其
結
川
端
ご
し
て
不
十
分
な
が
ら
も
一
の
別
の
分
類

方
法
を
考
へ
て
見
花
。
英
は
事
問
的
遊
戯
に
祷
し
き
事
で
は
め
る
が
、
併
し
租
税
の
本
質
を
明
か
に
す
る
に
は
何

判
明
炉
役
立
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
之
を
述
べ
て
見
る
り
も
無
意
義
で
は
な
い
正
思
ふ
の
で
、
敢
て
此
じ
之
を
説
く
。

プ
ロ
イ
ヤ
ー
が
、
分
酎
酬
の
何
れ
由
来
と
て
も
が
組
制
的
組
幡
ど
は
な
〈
て
、
唯
だ
歴
史
的
自
範
唱
だ
と
い
ふ
の
陪
慎
て
あ
る
。

一
固
に
於
げ
る
一
一
舶
の
或
叫
代
的
盟
内
は
或
仙
の
時
に
た
り
て
位
金
〈
則
前
?
た

位
も
if) 

と
t~ ，、
り Y
jl}タ
る 1
t 士
、J、
ふ租
て枯

府賦
るu操

，) 

動
機
iJ' 
闘

よ

て
異
り

(位ニ一

第
一
段

プ
ロ

f
ャ
l
の
分
類
新
案

一
フ
ロ
イ
ャ
ー
の
分
類
北

τり
!
l
f氏
の
分
類
仁
依
る
己
、
租
税
は
左
の
如
く
に
分
れ
る
O

A
所
得
及
財
産
税

¥
川
所
得
税

-
t
部
分
所
得
税
(
特
に
牧
盆
税
)

-
2
全
部
-
附
得
税

一
川
一
般
所
得
税
、
究
所
得
税

論

議

租
批
A

首
相
内
-
案

第
二
十
七
巻

五

第

椀

Brauer， Versuch einer Neugruppierung der Steucrfor山 en (Festgabe fUL 
G. von Schanz. II)ー S.178. 
HunteT. Pub1ic finance. p・134・
Brauer， a. a. O. S. 181田 190-192
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論

議

一

日

器

所

得

税

(

其

型

ピ

L
て
英
、
仰
)

一
ろ
財
産
税

一
一
刊
ゆ
産
牧
盆
枕

一一

-
a
主
要
枕
ご
し
て
一
般
所
得
税
の
代
り
に
(
瑞
西
各
邦
、
米
国
各
邦
)

-
P
J
)
 

一
一
一

b
補
完
枕
ご
し
て
財
産
重
謀

ω匁
め
所
得
税
の
傍
に
(
型
正
し
て
普
山

一戸

2
財
産
賓
館
枕

一
ナ
い
経
常
|
|
l
治
産
税
(
最
後
の
財
産
税
)

一

-
b
臨
時

|
l附
防
分
捻
金
、
財
産
微
畿
、
強
制
後
依

r
は
増
加
税

一
1
所
得
増
加
税
|
|
戦
時
利
得
枕
(
利
得
増
加
枕
ご
し
て
)
及
超
過
利
得
税

』

2
財
産
増
加
税

F
H生
附

1
1戦
時
利
得
枕
(
財
産
増
加
税

Z
L
て
て
帝
岡
財
産
税
、
土
地
利
得
(
土
地
増
便
)
税
、
官
札

〈
利
得
税

『

・

b

死
時
|
l
相
続
取
得
税
(
贈
奥
枕
に
よ
h
補
完
せ
ら
れ

τ)

B
財
及
給
付
税 組

枕
分
制
白
一
山
事

筋
三
十
七
谷

U 

FTS 

鵠

四



へ
け
消
費
及
支
出
校

一
べ
川
消
費
税
及
閥
税

一
一
一
吋
取
引
税
(
一
般
及
特
別
)

一
二
り
生
庇
及
以
上
京
税

一
一
什
内
凶
消
投
税
|
|
生
活
方
仰
、
享
楽
方
問
、
住
居
、
熱
料
、
低
火
等
、

一
一
ロ
獅
占
松

一
一

(
1
完
全
獅
占
己

L
て

一
一

{
2
一
部
伺
占
ご
し
て
(
生
産
澗
占
、
小
資
獅
占
・
卸
資
獅
占
)

一
片
川
閲
泌
(
入
市
税
、
内
地
開
税
、
針
外
附
税
)

F
2
狭
義
支
出
税

一
九
円
庇
按
又
は
者
修
所
有
税

l
|穿
問
的
運
搬
共
、
恥
村
山
活
動
物
的
維
持
、
俣
一
娘
、
芳
福
住
居
、
揃
括
経
寸

ム

b
間
接
又
は
脊
修
消
費
税
(
脊
修
取
引
税
)

『

c
他
柿

ω脊
修
粉
(
川
州
製
税
、
遊
興
税
)

ゐ
則
産
交
通
枕

一
一
い
別
所
移
持
秘
|
|
別
産
移
悌
枕
、
土
地
取
引
枕

論

議

相
柑
分
割
山
一
案

第
二
十
七
密

主E

~- 一一

ÎJ~ 

鋭

百



租
積
分
蜘
四
一
案

第
こ
十
七
巻

五
四

古島

腕

論

議

一

三

2
支
抑
及
信
用
交
通
税
|
|
手
形
印
紙
、
小
切
手
印
紙
、
受
取
書
印
紙

一-
3
資
本
交
通
校

l
i設
立
税
、
議
行
税
、
取
引
所
取
引
税

止
山
川
窪
詮
臨
時

-
1
放
行
切
符
枕

〈

2
財
交
遇
税

『

3
貨
物
設
書
税

二
一
彼
の
考
の
先
駆
己
な
り
叉
は
彼
に
暗
示
を
輿
へ
た
る
も
の
|
|
彼
の
考
は
つ
ま
b
、
庇
接
間
接
税
の
分
類
維
を

避
り
て
、
課
税
物
件

ω或
支
持
貼
か
ら
し
て
間
半
間
的
仁
趨
拐
な
る
租
税
分
類
を

L
ゃ
う
ご
し
た
の
で
、
北
(
は
獅
h

彼
の
み
の
考
で
な
〈
・
幾
多
の
先
輩
出
町
類
似
的
試
み
が
ゐ
b
p
多
少
彼
の
考
古
共
通
の
貼
を
見
山
す
(
尚
一
)
O

り
管
制
枕
(
延
に
之
を
牧
益
稚
・
所
得
説
、
財
政
枕
、
究
組
曲
に
細
分
L
、
そ
し
て
制
政
争
乞
共
山
肘
崖
殺
に
入
れ
る
)
、
問
先
柑
白
ユ
大

(

〉

6
 

別
と
す
る
も
O
、
へ
ツ
ケ
ル
由
加
し
。

川
直
搭
枕
間
接
枕
克
泊
柏
町
三
大
別
と
す
る
も
の
、
此
に
種
々
あ
る
。

叫
前
ル
グ
ト
山
武
。
|
|
此
に
て
は
交
通
勤
を
以
て
、
財
産
及
川
白
移
輔
の
山
車
市
引
の
上
白
枕
と
均
し
、
随
っ
て
相
続
桔
を
冬
山
枕
山
中
に
入

れ
て
居
る
。

め
コ
シ
ラ

l
r
o
共
O
|
|
此
に
で
も
直
接
税
制
強
枯
に
属
せ
ざ
る
凡
ベ
て
白
祉
を
交
泊
和
ー
と

F
る
の
は
前
と
同
じ
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
彼
は

相
蹴
拐
を
財
産
枕
と

L
随
ワ
て
也
按
枕
に
入
れ
る
こ
と
に
於
て
古
ル
グ
ト
と
現
品
。

(
健
三
)

HeckeL Fw. I. S. 205 ff. 
Borght， Fw田 11-1.5 AuH. S. 4'. Del"sellユc，Fw. 1 AlIfl. S. 160 
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け
い
直
接
祖
、
補
究
稲
、
交
通
棋
の
三
大
別
と
す
る
も
由
、

Mrfμ
技
枯
喰
益
甜
、
財
産
柏
、
所
得
税
を
合
的
司
Q
)
、
消
費
枯
(
血
出
世
消
費
税
を
も
入
ぞ
φ
)
、
先
週
及
柑
紺
拍
白
一
一
一
大
別
と
す
る
も
の
、

ν
ャ

ル
白
如

L
。

作
自
由
上
白
瓜
措
枕
(
棚
縦
拾
を
入
れ
る
)
、
交
語
紙
、
消
費
柏
、
(
直
桜
消
費
枯
在
入
れ
る
)
由
三
大
川
と
す
る
も
の
、
ア
リ
タ
λ

の
如

L
刊

日
竹
野
別
枇
、
町
市
税
、
前
針
枕
由
三
大
別
と
す
る
も
の
、

a
岨
官
利
枕
(
究
祖
師
を
合
む
)
、
所
有
枕
、
佐
川
枯

f

のゆ

H
U
Z
R
E匹
。
戸
お
自
)
・
と
す
る
も
由
、
ワ
グ
ナ
ー
の
如
し
。
ス
ト
ル
ツ
ツ
は
ワ
グ
ナ
1
自

由。

σ自
民
nr出
荷
ロ

q
n
を

4
0つ〈
O
口
白
戸
百
四
百
円
。
F
O
E
-

に
改
め
た
が
良
い
と
い
ふ
て
附
る
。

山
い
管
制
の
止
曲
税
、
所
有
山
上
山
崩
、
消
費

(
4
A
M『

E
E
Z
O
上
白
紙
白
三
大
別
と
す
る
も
そ
ヨ

1
y
白
川
し
。
彼
は
皆
刺
の
上
白
粧
を

叫
に
主
悩
枕
、
物
鎚
秘
、
究
極
枕
に
分
け
て
肘
る
。

μ成
立
し
つ
-
L
あ
る
挽
純
白
柏
、
存
主
す
る
枕
涼
の
祉
、
前
提
す
る
枕
源
白
祉
と
す
る
も
伯
、
イ
一
フ
ア
品
セ
ア
ス
の
如
し
。
鬼
も
彼
は
其
第
一

白
も
D

L
巾
に
、
肱
益
帥
、
交
油
軸
を
入
札
、
第
二
白
中
に
、
所
持
論
‘
相
陣
枯
を
入
札
℃
肘
る
G

で
形
は
前
世
者
と
似
て
居
る
が
、
貨
に
於

て
は
大
分
持
っ
た
も
白
と
な
っ
て
肘
る
。

E
人
税
、
物
祉
、
行
位
脱

ω
三
大
別
、
と
す
る
も
山

的
人
税
(
別
利
益
、

M
産
相
叫
、
相
蹴
耽
を
入
れ
る
)
、
物
枕
(
生
霊
)
、
消
誠
一
柑
(
若
干
の
交
祖
師
言
、
も
此
に
入
れ
る
)
と
す
る
も
の
、

r
fッ

エ
ル

O
如
し
。
彼
は
人
耽
と
は
直
接
に
納
枯
義
務
者
か
ら
、
特
に
其
附
得
又
は
財
産
に
つ
き
擁
す
る
も
り
と
し
、
前
抗
措
を
は
て
、
流
迦
又
は

前
費
過
桂
由
錦
め
に
計
非
ナ
る
も
の
と
す
。

山
口
所
得
北
肘
庄
一
枯
(
相
続
枇
配
合
豆
、
生
産
力
桔
(
肱
笹
一
世
)
、
行
得
税
(
消
費
枯
と
を
週
刊
柑
)
と
ナ
る
も
白
、
ロ
ツ
シ
ア
ー
の
如
L
。

作
所
得
及
財
産
税
(
杭
往
粉
、
所
得
枕
、
財
産
枯
)
(
牧
盆

E

E防
御
に
入
れ
叫
既
に
特
徴
が
あ
り
、
そ
L
て
プ
ロ
イ
ヤ

1
弘
之
に
晶
咽
ん
で
居
る
)
、

交
担
税
(
相
蝕
稲
を
入
れ
る
)
、
泊
四
日
杭
と
す
る
も
町
、

X

1

4

ル
ヒ
の
如

L
。

論

第
二
十
七
巻

一
一
止
五

.1:; 

叢

租
軸
分
担
由
一
議

jf> 

捜

5ch.1I. A1Igemeine Steuerlehre. (Schunberg. Hdb. d. p. O. 4 Aufi IIl. 
L) S..I96~r97. 
j¥llix， Traite elémentatr~ C!e 5cience de~ finances. 5"~~. 512 ~t sl~iv. 
Wagner. Fw. 2 Au日.ll. S. 233・515.Strutz， Gruridlehren des Stcuer-
rechts. S. 21. 
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論

議

租
稔
分
知
山
一
案

第
二
十
七
を

一
一
且
古

λ 

第
二
部

。

り
人
枕
、
宮
祉
(
断
得
税
を
合
む
)
、
亭
梨
抽
、
消
費
輪
、
行
銘
揖
(
利
組
揖
を
入
れ
る
)
と
す
る
も
り
、
バ
リ
ュ
ー
の
却
し
ω

三
其
批
評

、，，A
長
所

l
l

r
、ν

課
税
物
件
の
重
要
な
る
差
異
に
よ
・
り
て
租
税
の
分
類
的
処
し
得
ら
れ
た
る
事
|
|
一
冗
来
物
の
分
類
標
準
E

L
て
は
、
明
確
仁
差
別
を
つ
け
符
る
も
の
た
る
を
要
す
る
の
は
い
ふ
を
待
た
泊
が
、
出
来
れ
ば
其
が
本
質
的
の
重

要
あ
る
も
の
た
る
こ
ど
が
望
ま
し
い
(
註
凹
)
O

而
し
て
此
プ
ロ

4
ャ
1
の
分
類
標
準
は
一
方
に
は
所
得
叉
は
財
産
、

他
方
に
財
叉
は
給
付
ピ
い
ふ
の
で
‘
兎
も
角
一
臆
は
比
趣
旨
に
遁
ふ
ご
い
ふ
て
良
い

2
5
0

プ
ロ
イ
ヤ

1
自
ら
も
、
分
制
は
意
義
探
い
も
の
と
な
〈
て
は
な
ら
向
、
と
い
ふ
て
明
る
が
、
ノ
イ
マ
シ
も
、
分
制
の
椋
幣
た
つ
い
て
其
百
一
本

6
 

質
的
鶴
本
的
自
重
要
を
有
っ
た
元
素
て
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
巴
と
を
考
脂
ナ
べ
し
と
侃
ナ
。

(
陸
回
)

〉Z
 

プ
ロ
イ
ヤ
ー
が
、
自
分

ω
分
剃
は
最
直
誕
な
る
物
件
を
正
岡
に
治
ま
し
め
た
ξ
自
請
し
て
居
る
が
、
一
臨
は
首
自
し
ね
る
。

(
位
五
)

付
課
税
楳
準
的
重
大
な
る
差
異
を
も
一
不
し
得
た
る
事
|
l
卸
も
此
分
類
仁
よ
h
て
・
所
得
及
財
産
の
枕
は
、

其
物
件

ω貨
鰐
単
位
に
よ

h
て
現
は
さ
れ
た
も
の
を
課
税
標
準

t
L得
る

ω
に
、
財
及
給
付

ω税
は
、
財
又
は
給

付
の
性
質
、
印
も
筒
数
、
大
古
、
重
量
、
品
質
、
債
格
等
を
標
準
ご
す
る
こ
さ
に
な
る
(
主
ハ
)
O

共
蕗
に
ニ
の
殺
の

聞
に
或
具
っ
た
特
徴
を
見
出
し
得
品
。
此
も
附
帯
的
の
長
所
正
は
吉
れ
る

Q

プ
ロ
イ
ャ

I
が
相
縦
杭
、
超
過
利
得

税
、
土
地
檎
同
問
校
、
財
産
晴
樹
税
な
ど
を
所
得
及
財
産
税
の
中
に
入
れ
た
ご
い
ふ
の
も
一
に
は
此
謝
立
に
相
聴
す

め

“
4

C
山

刺

広

d
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ご
認
め
た
か
ら
で
ゐ
ら
う
(
珪
ヒ
)
O

(
位
六
)
プ
ロ
イ
ヤ
ー
は
、
第
一
種
枕
の
料
徴
は
租
壮
位
指
が
諜
耽
楳
準
と
し
て
筑
僻
皐
位
に
給
付
〈
と
い
ふ
こ
と
に
あ
n
リ
て
第
ニ
税
精
白
特

徴
は
、
之
が
榔
半
を
、
諜
帖
物
件
と
し
て
役
立
つ
所
目
財
及
椅
付
の
特
段
な
る
性
質
に
且
山
す
こ
.
と
に
あ
り
。
此
の
如
き
も
の
是
し
て
帯
に
引
越

と
な
る
山
は
重
品
品
、
大
き
、
町
、
債
格
な

y-rと
い
ふ
川
町

プ
ロ
イ
ヤ

1
位
、
噌
加
訟
に
於
て
、
共
現
在
の
成
都
、
共
白
金
き
緋
叫
也
、
部
和
物
件
白
説
部
、
酔
倒
原
則
.
枕
串
の
成
眠
、
徴
牝
技
術
及

共
仙
の
諸
の
特
徴
に
土
リ
て
、
会
き
枯
慌
系
中
に
て
、
組
酎
に
所
判
H
A財
産
税
の
抵
〈
に
崩
す
る
稔
山
全
世
を
且
る
と
い
，
A

て
居
る
。
ョ
ン
ラ
ー
ド

も
、
特
に
相
続
枯
に
つ
き
、
此
に
て
川
市
祉
に
於
け
る
と
同
様
に
財
耐
伺
値
が
給
付
能
力
白
判
断
に
於
げ
る
直
接
の
支
持
と
な
る
と
い
よ
て
府
る
品

(
註
七
)

は
相
続
税
の
部
魁
に
つ
き
近
代
的
の
理
解
に
過
臆
す
る
こ
己
1

|
交
通
税
中
に
て
も
特
殊

ω地
位
を
占
む
る

相
続
税
の
部
嵐
は
六
っ
か
し
い
問
題
に
が
、
彼
は
之
を
財
産
課
税
ピ
潟
し
、
共
の
特
に
遺
産
税
を
質
強
財
産
税
に

入
れ
、
取
得
税
を
財
産
増
加
税
に
入
れ
る
こ
己
に
よ
b
て
、
時
代
似
仁
遡
魅
せ
し
め
る
を
得
た
。
貨
際
、
相
紋
税

は位同

τは
髄
〈
財
産
の
交
通
じ
課
す
る
も
の
ご
も
せ
ら
れ
た
が
、

A
T
で
は
盆
々
一
塔
卒
せ
ら
れ

τ、
財
産
業
も

ωの

課
税
己
い
ム
意
味
を
濃
厚
に
し
て
居
る
(
詰
八
)
O

特
に
財
産
税
を
快
く
困
に
て
は
一
屠
多
分
に
も
財
産
課
税
正
い
ふ

意
味
を
有
つ
(
位
九
)
。
此
分
類
は
之
に
臆
+
'
Z
い
ふ
を
得
品
。

(
位
八
)

副
山
訟
三
時
泊
分
姐
に
於
け
る
へ
ツ
ケ
ル
、
ヨ
シ
ラ

l
r
、
ロ
ツ
シ
ヤ

I
、
事
問
。

制
ほ
近
代
山
相
踊
枕
が
益
々
枇
合
政
策
的
に
考
銭
せ

L
れ
亡
、
財
脱
税
同
椛
財
政
其
も
の

E
迅
求
せ
ん
と
し
ワ
h

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
セ
リ

グ
マ
ン
が
、
相
続
柏
を

M
て
半
白
的
に
は
注
代
民
主
主
畠
山
産
物
と
舘
し
、
そ
し
て
其
は
、
民
主
々
誌
が
大
財
産
に
封
し
蚊
妬
的
な
泊
め
に
臨
せ

2
 

ら
る
る
も
由
ー
と
す
る
に
よ
り
て
鋭
は
れ
る
。

論

租
枕
分
銅
由
一
案

九

第
=
十
七
巻

讃

-
五
七

第

秘
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論

叢

O 

租
鞍
分
制
由
一
案

第
二
ナ
じ
巻

すE
A 

部

挽

可
な
り
多
く
由
車
場
合
F
利
政
枕

E
附
設
例
制
し
て
居
る
加
だ
が
、
北
山
且
方
に
は
色
々
あ
り
て
一
政
で
は
な
い
。
川
之
を
は
て
字
、
財
界
相
と
同

一
副

F
る
の
は
、
例
之
、
シ
品

1
ル
は
、
相
蹴
枕

E
以
て
岡
市
山
且
つ
民
の
山
鹿
砧
'
と
伐
し
、
ア
リ
ク
ス
が
州
艇
祉
は
北
枯
中
日
目
益
々
正
大
と
さ

れ
て
民
賞
。

η本
枯
工
あ
る
と
い
ひ
、
シ
ェ
フ
レ
ー
が
、
相
叫
岨
砥
k
財
産
組
と
は
機
能
上
v
k
似
し
た
も
0
.て
正
に
代
り
伴
る
も
白
だ
と
い
日
、
パ

ス
Y
1
7
ル
が
、
相
秘
舶
は
一
般
財
産
枕
&
町
行
す
る
い
K
A
の
方
訟
占
な
り
.
又
作
品
に
或
人
に
よ
り
て
き
う
考
へ
ら
る
与
と
お
し
、
グ
ル
ン
ツ
且

ル
が
、
相
続
川
目
代
り
に
被
相
一
蹴
人
山
見
地
恥
、
b
、
そ
し
て
相
縦
部
内
代
り
に
泣
民
心
且
地
か
ら
し
て
、
人
位
相
縦
枕
を
川
隆
枕
4
R
説
明
し
た
と

出

い
ふ
が
加
し
。

)
 

向
い
之
を
ht
泊
枯
的
自
財
底
枕
と
い
ふ
も
白
が
あ
る
o
例
之
、
ヘ
ツ
ケ
ル
は
、
比
が
交
描
枕
的
の
財
産
枕
と
い
H
V

得
と
泊
し
、
シ
ヤ
ル
は
州
統
枯
は

3
 

-
山
口
財
産
拐
で
あ
り
、
特
に
一
般
財
産
殺
で
あ
る
。

-1
泊
枕
の
婚
に
於
け
る
一
般
財
庄
松
で
あ
る
と
泊
ナ
凶

)

お

日
い
助
出
枕
由
訊
誕
百
る
}
山
雄
祖
と
す
る
の
は
ロ
ツ
シ
汁
ー
で
あ
明
、

川
特
別
定
措
と
す
る
凶
は
ご

1

v
の
如
告
で
あ
り
叫

)
 

作
所
得
及
川
直
結
内
補
完
枇
日
刊
す
る
は
コ
ン
ラ

l
y
で
あ
る
。
棋
院
柑
縦
砧
は
ほ
掠
に
所
得
及
助
法
枕
に
柏
付
き
、
之
が
自
然
的

ω
仙
完
V
へ
は
綱

拙
聞
と
巨
る
〈
一
音
色
の
と
ナ
る
叫

(
腔
九
)

ナ
ス
カ
は
、
別
段
な
る
此
バ
松
町
存
し
な
い
閥
、
例
之
、
英
闘
て
は
・
相
縦
枕
が
勤
時
世
所
得
に
刑
制

L
資
庄
所
叫
を
刈
謀
す
る
こ
と
に
胞
ず

泊

る
こ
と
h

な
る
と
い
ふ
。

に
議
他
の
増
加
税
に
も
其
怜
質
に
議
廊

L
た
る
地
位
を
奥
へ
た
る
噌
』
ご
|
|
郎
も
財
産
増
傾
枕
超
過
所
得
枕

等
も
亦
共
性
質
は
所
得
叉
は
財
産
税
に
近
接

L
た
も
の
ご
い
ふ
こ
さ
が
出
家
主
一
円
)

h

此
分
類
は
之
に
臆
T
る
を

得

τ居
る
。

(註

-o)
前
出
註
七
昼
間
。

~räl1er ， a. a. O. S. 183. Conrad， a. a. O. S. 277 
Seligman. F.苛5'tySin taxation. ~O ed. p. 1~6. 127. 
Scheel. Erbschart明 uernuncl Et'bschaftsreform. 2 Aul1. S. 22. Allix. 1 
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B
共
一
知
所

い
分
類
の
根
総
た
る
物
件
の
差
異
が
明
確
を
快
〈
こ
ど

1
!
?第
一
の
侠
鮎
記
す
る
。
彼
は
財
産
及
所
得

正
、
財
ど
を
別
物
小
り
や
う
に
見
て
居
る
け
れ
げ
と
も
、
其
貨
決
し
て
此
等
の
も
の
が
全
く
の
別
物
芭
は
き
れ
な
い
九

財
産
ご
い
ひ
所
得
ご
い
ふ
て
も
畢
覚
、
財
の
集
合
F

し
た
も
の
に
外
な
ら
泊
。
随
ふ
て
例
之
、
財
産
税
を
以
て
、
周

の
枕
ご
い
ム
て
も
差
支
な
い
。
或
は
財
産
杭
t
h
l
ふ
正
、
各
筒
の
財
の
税
で
な
〈
て
、
或
人
に
属
す
る
凡
ぺ

τの

財
の
集
凶
の
税
に
ご
も
い
ふ
が
、
所
謂
財
産
税
り
中
に
は
部
分
財
産
税
が
あ
h
、
そ
し

τ其
が
単
一
の
財
じ
謀
せ

ら
る
、
こ
ご
が
あ
hJ
得
る
し
、

或
人
に
崩
す
る
財
の
会
館
に
課
す
る
一
般
財
践
校
ご
し
一
ー
も
、
隅
々
茶
人
的
財
産

が
軍
一
の
財
か
ら
成
る
ご
い
ふ
こ
芭
も
ゐ
っ
て
、
然
る
己
き
は
、
共
は
軍
一
の
財
の
税
ご
い
ふ
こ

E
に
な
る
。
品
伶

り
ご
す
れ
ば
財
産
の
税
ご
剣
の
税
己
の
府
個
別
は
つ
か
ぬ
こ
ご
に
な
る
。
所
得
税
に
つ
い
て
も
同
や
う
な
ニ
ご
が
h
v

は
れ
得
る
o

所
得
ご
い
へ
ば
則
的
集
ま
、
り
の
や
う
で
も
め
る
が
、
特
に
部
分
所
得
税
仁
な
る
ご
、
共
所
得
が
一
の

財
か
ら
成
る
ご
い
ふ
こ
ご
が
避
く
ぺ
か
ら
す
に
生
じ
得
る
。

)
 

ろ
課
税
標
準
じ
つ
い
て
も
明
確
な
る
匝
別
の
行
は
れ
雄
き
こ
ご

l
|彼
は
此
分
類
に
よ
り
て
融
枕
棋
準
に
於

(
 

て
の
前
回
別
が
明
か
に
つ
い
て
便
利
で
あ
る
や
う
に
い
ふ
り
れ
ど
も
、
成
程
い
ふ
所
の
、
所
得
及
財
産
税
に
於
け
る

食
管
単
位
に
依
る
金
額
の
標
準
正
、
財
及
給
付
税
に
於
け
る
財
又
は
給
付
の
街
数
、
重
さ
、
大
吉
、
品
質
な
ど

ω

標
準
芯
は
明
か
仁
国
別

L
得
る
が
、
前
者
に
於
け
る
金
額
標
準
正
、

後
者
に
於
け
る
嗣
間
格
標
準
£
は
到
底
匝
別
は

歯
け
叢

租
積
分
獄
由
一
案

第
二
十
七
巻

五
A 

第

硯



論

設

第
こ
十
七
巻

第

韓

祖
枕
A
F
類
白
一
案

O 

出
来
な
い
。
箭
L
〈
是
れ
従
倒
閣
に
外
な
ら
な
い
。
債
格
は
金
額
一
じ
ゐ
h
、
金
額
は
つ
ま

h
償
絡
か
ら
成
る
の
で
め

る
o

財
又
は
給
付
の
債
格
よ
り
成
る
り
で
ゐ
る
。
特
に
財
産
税
、
相
鋭
校
に
至
つ
て
は
・
共
倒
幅
準
・
た
る
金
額
は
、

各
簡
の
物
館
山
り
槙
拾
の
集
ま
り
じ
外
な
ら
旧
制
。
之
を
例
之
、
織
物
消
費
税
に
於
け
る
又
は
不
動
産
控
録
枕
に
於
り

る
物
件
の
耐
慣
枕
正
会
〈
別
の
も
の
£
は
何
ご
し
て
も
い
ふ
・
M
Z
e伊
』
得
な
い
。

は
相
続
税
を
財
産
課
税
己
し
て
取
扱
ム
こ
ご
は
近
代
的

ω見
方
に
合
す
る
ゃ
う
で
は
ゐ
る
が
、
之
が
税
率
の

軽
く
し
て
、
合
理
的
経
済
仁
よ
v

り
て
は
優
に
財
産
所
得
か
ら
納
め
ら
れ
得
る
場
合
に
は
、
共
は
む

L
ろ
所
得
税
の

品
製
醐
胞
に
過
ぎ
ぬ
、

否
な
所
得
課
税

ω
一
方
法
に
外
な
ら
ぬ
ご
す
べ
き
も

ωで
は
な
か
ら
う
か
。
相
結
枕
中

ω遺
産

枕
を
一
の
財
産
税
、
己
す
る
ぜ
し
て
も
、
北
(
は
必
?
し
も
彼
の
い
ふ
則
産
賃
髄
秘
ど
は
限
ら
宇
し
工
彼
の
財
産
投
盆

税
、
帥
も
普
通
に
い
ふ
名
義
上
の
財
産
税
中
に
入
る
べ
き
場
合
が
あ
り
得
る
(
誌
二
)
O

彼
は
又
相
縦
取
得
枕
を
財

産
増
加
税
ご
し
て
居
る
け
れ
ど
も
、
此
は
見
様
に
よ
・
り
て
は
特
殊
の
所
得
の
税
ご
し
て
も
良
い
。
相
績
に
依
る
取

得
も
一
の
所
得
ご
い
ひ
得
る
こ
己
は
、
所
得
の
V

ヤ
ン
ツ
見
解
を
採
る
以
上
は
、
肯
定
せ
ら
る
、
所
で
あ
る
叫
所

得
ご
い
ふ
も
の
が
本
来
人
の
財
産
に
於
げ
る
増
加
に
外
な
ら
ぬ
。
所
得
税
正
財
産
増
加
税
ご
を
特
に
別
扱
ご
す
る

に
及
ば
な
い
。
相
鋭
校
を
以
て
戒
級
協
が
ら
所
得
及
財
産
税
よ
b
も
別
記
す
れ
ば
共
れ
迄
で
あ
る
が
.
之
を
以
て

所
得
及
財
産
税
正
す
る
な
ら
ば
、
相
綴
取
得
税
は
財
産
的
税
で
は
な
〈
て

U

む
し
ろ
所
得

ω税
ご
す
る
の
が
雫
嘗

の
如
〈
で
ゐ
る
立
一
二
)
。

Tyszka， Fw目 2Aufl. S. 236. 
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(
健
一
-
)
へ
ツ
ケ
ル
は
、
相
模
桔
は
最
初
に
は
形
式
上
山
財
産
枯
で
あ
っ
て
、
此
が
枕
唱
の
高
〈
な
る
と
き
に
、
賞
質
的
自
財
産
脆
と
な
る
と
い

P
A

て
居
り
、
見
タ
ン
7

も
、
者
A

H
所
相
川
見
解

ι執
着
L
.
叩
蹴
枕
の
如
き
資
本
枇
に
て
も
、
金
制
枇
の
比
較
を
ぬ
す
ぬ
め
ド
、
所
得
的
上
向
枇

の
名
義
に
て
現
は
さ
ん
と
努
め
る
と
泊

L
、

ν
グ
ナ
ー
は
、
相
嗣
続
出
財
鹿
又
位
発
本
心
枕
だ
と
い
ふ
こ
と
は
、
肱
Jm
名
義
よ
は
常
に
拡
『
。
、
、

日
質
的
に
は
(
必
ず
し
も
然
ら
ず
し
て
)
闘
師
筒
人
に
よ
り
て
間
々
依
る
所
だ
と
い
世
、
ク
ラ
イ
ン
ウ
エ
ヒ
タ

1
位
、
(
相
続
枯

τな
〈
、
財
産
税

に
つ
い
て
は
あ
る
が
J
財
団
靴
が
低
〈
定
め
ら
る

L
L
e
ド
付
、
立
法
者
向
考
位
、
北
山
が
財
産
を
使
す
こ
と
で
な
〈
て
.
財
詳
の
肱
岱
よ
リ
摘
は

る
べ
き
ζ

止
に
存
す
る
。
財
底
耽
が
両
{
定
的
ら
る

L
L」
き
に
は
、
立
法
者
白
者
は
、
問
題
と
な
る
則
庄
山
一
部
世
間
'
晶
に
斑
ら
す
こ
と
に
あ
り

9
 

・
と
儒
ナ
。

り
シ
ヤ
ル
ツ
は
、
最
持
岨
山
見
解
て
は
、
相
脱
さ
れ
た
宙
は
、
畏
盆
者
に
と
り
て
は
、
所
得
の
一
形
式
で
、
其
由
不
規
則
的
な
る
一
時

(
 

的
心
佑
倖
的
の
報
酬
だ
と
均
し
、
シ
ェ

7

レ
ー
は
、
相
雌
等
の
蹄
岡
崎
鵡
枯
白
胸
挫
と
な
る
も
の
は
、
臨
時
の
師
ら
非
辿
械
的
な
る
肱
入
て
あ
る
と

(
陸
士
一
)

い
日
、
ヲ
グ
ナ
i
は
、
川
副
止
は
て
刷
出
入
に
と
リ
て
財
産
所
有
と
割
立
し
て
一
の
管
制
L
Z
査
は
す
と
お
し
、
ベ
ヲ
7

L

ル
デ
ス
は
、
近
時
の
若

干
の
税
論
家
は
、
相
蹴
拾
を
臨
時
自
所
ね
心
拍

c
見
る
l
p
一泊

L
、
ジ
エ
シ
セ
ン
も
一
説
て
は
刷
蹴
枯
を
以
て
、
集
め
L

り
れ
た
る
防
相
の
枕
と

L
て

輝
雄
ナ
と
鴻
ナ
岨

川、
Z

ン
ラ

i
v
u、
相
組
枇
に
跡
直
の
移
聯
あ
り
と
い
V

ふ
け
れ

rも
、
拭
は
所
仰
枕
に
も
引
は
る
お
。
扇
主
か
ら
成
金
制
を
品
取
る
所
d

民
車
の

俸
給
を
見
れ
ば
明
か
だ
と
品

L
・
プ
レ
l
ン
は
、
相
続
枇
の
謀
枯
根
串
は
財
庄
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
此
が
一
般
に
は
訟
仲
家
具
裁
判
所
に
よ
り
て

財
産
措
と
は
且
ら
れ
ず
と
鵠
し
、
セ
リ
グ
マ
シ
は
、
吾
人
が
所
持
枕
白
勝
系
を
有
っ
と
き
に
は
、
相
続
枕
が
筒
人
の
民
心
抽
力
に
注
す
べ
き
制
完

的
の
積
と
且
ら
る
L

を
得
と
い
ふ
て
居
る
叫

に
相
続
税
其
他
・
所
得
又
は
財
産
の
増
加
枕
ピ
せ
ら
る
、
も
の
、
課
税
物
件
は
之
を
所
得
又
は
財
産
ピ
す
る

よ

b
は
、
む
L
ろ
共
の
異
動

ω現
象
正
す
べ
き
で
あ
る
o

所
得
税
財
産
殺
の
物
件
は
明
か
に
所
得
叉
U
財
産
其
も

繭

載

租
設
計
額
由
一
案

第
ニ
十
七
巻

プ言

第

都

HeckeI. a. a. O. S. 41.1. Stamp. The fundamental princi_ples_of taxation 
p. 12一円'-Wagner， a. ~. O. S. -590. Kleif!'Yactter，_l'w. _5. 98. 
Shultz. -The taxafioll of inherit~j\c~. p. J8?-:-189. Schaffle..: a. a. _ o. s. 
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前

租
軸
分
剣
山
一
案

第
二
十
セ
巷

第

鵠

四

~，、

議

の
で
め
る
り
れ
H

と
も
、

相
続
税
の
物
件
は
所
得
又
は
財
産

rご
い
ふ
」
・
り
は
な
し
ん
財
産
侵
備
の
異
動
紋
態

rヰ

す
べ
き
で
ゐ
る
(
註
一
三
)
O

出
周
〈
彼

ω
い
ふ
所
得
及
財
産
の
増
加
殺
が
所
得
及
財
産
税
に
近
い
も
の
だ
ピ
い
ふ
こ
正

は
明
が
に
炉
、

普
通
の
財
産
交
通
稔
己
て
も
、

時
空
録
秘
や
印
紙
税
な
ど
の
如
き
も
亦
矢
張

北
(
を
い
へ
ば

例
之
、

b 

財
産
税
に
近
い
も
の
ご
し
な
り
れ
ば
な
ら
泊
。
国
早
に
或
枕
に
近
い
か
ら
古
い
ム
て
其
れ
に
入
れ
る
ご
い
ふ

E
は
趨
嘗
で
な
い
。

ス
ト
ル
ヅ
ツ
は
、
相
縦

A
胸
奥
枕
に
於
け
る
蹄
枕
物
件
は
相
続
と
い
ふ
又
は
胸
奥
と
い
ふ
訟
即
時
出
車
事
で
あ
っ
て
、
共
仙
の
所
有
稀
に

て
は
財
席
、
所
得
又
は
収
益
出
総
り
と
い
ふ
て
居
る
出

(陸-一-一)

第
二
段

ネL

分

類

案

の

寸
私
案
共
も
の

f
l引
払
は
右
プ
ロ
イ
ャ
!
の
分
類
に
暗
示
を
得
て
、
真
ら
に
考
直
し
た
る
の
後
に
盲
租
税
は
子
炉
』

所
得
又
は
則
一
止
の
静
態
を
課
税
物
件
正
す
る
の
枕
吉
、
所
得
又
は
財
産
の
動
践
を
課
税
物
件
ご
す
る
の
松
宮
に
分

も
、
前
者
を
一
次
枚
、
基
本
枕
又
は
正
枕
己
錯
し
、
品
偶
者
を
二
次
税
、
附
帯
枕
又
は
副
税
ご
潟
す
(
註
一
四
)
。
或
以

聞
き
慣
れ
品
聞
は
ほ
知
が
惑
い
か
も
知
ら
ぬ
が
、
静
摘
出
税
、
動
抽
出
校
正
し
て
区
別
し
て
も
良
い
。
其
第
一
の
も
の

は
一
見
に
主
要
松
ご
補
完
枕
正
に
す
る
こ
ご
も
出
来
、

一
般
所
得
税
が
通
例
、
主
要
税
ご
な
h
τ
、
牧
盆
税
、
財
産

税
又
は
特
別
(
部
分
)
所
得
税
が
補
完
枕
ご
な
る
べ
き
で
ゐ
る
。
第
二
の
二
夫
耽
中
に
は
交
通
枕
言
消
費
税
正
が
入

Conrad， a. a. O. S. 112. Plehn. 1. c. p目 203.SeIigmau. l. c. p田 134

Strutz. Grundlehren. S. :20 
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る
ぺ
(
、
相
続
税
や
戟
時
刻
得
税
ゃ
、
超
過
利
得
税
、
財
産
増
岡
国
税
、
土
地
靖
国
偶
税
な

E
は
凡
ぺ
て
交
通
枕
に
入

れ
随
ふ
て
二
次
税
に
入
る
べ
き
で
あ
る
。

(
駐
日
)
一
夜
税
ニ
喜

(
E
2
4・

印

2
3
E
q
)
同
名
稲

5
2
1プ
ル
が
き
て
居
る
。
彼
自
一
次
祉
に
は
器
、
所
伸
、
財
産
空

合
事
、
ユ
女
酷
に
は
前
山
乱
世
交
泊
枕
(
相
続
酷
)
配
合
む
q

二
北
(
説
明
長
短

A
某
説
明
特
に
之
が
長
所

一
リ
地
じ
よ
h
τ
凡
べ
て
の
枕
を
明
瞭
仁
分
類
し
符
る
。
凡
司
令
物

ω分
類
に
は
凡
べ
て
の
も
の
を
明
か
に
分
額

し
潜
し
得
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
(
註
一
貫
)
O

然
る
に
所
得
及
財
産
、
割
、
財
及
給
付
に
て
は
其
が
出
来
な
い
司
』
亡
の
あ

る
の
は
上
に
い
ふ
遁
・
り
で
あ
る
が
、
所
得
及
財
庭
の
静
娘
、
動
践
に
て
は
、
相
蛍
に
明
か
に
租
税
の
分
類
が
出
来

得
る
。
帥
も
所
得
税
は
.
人
の
所
得
‘
郎
も
各
人
仁
一
周
す
る
一
定
期
間
内
に
於
け
る
純
償
低
増
加
傾
な

b

z
し

τ 、

一
定
時
動
に
調
べ
上
げ
ら
れ
た
る
も
の
、
其
の
所
得
古
い
ふ
も
の
、
静
態
を
捕
へ
て
課
税
す
る
の
で
ゐ
b
、

牧
盆
税
は
部
分
所
得
の
代
'
り
ご
し
て
、
財
源
に
つ
い
て
其
か
ら

L
て
一
定
期
間
内
に
生
守
る
耽
盆
正
し
て
一
定
時

貼
に
調
べ
ら
れ
た
も
の
、
一
静
践
を
捕
へ
ん
ご
す
る
も
の
で
ゐ

h
S
一
3
・
則
産
税
は
み

7
或
人
に
属
す
る
一
定
時

駄
に
於
け
る
財
産

ω静
態
を
捕
へ
て
課
す
る
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
消
費
税
は
所
得
の
消
費
さ
れ
又
は
使
用
さ
、

る
、
共
動
践
を
鬼
て
課
す
る
も
の
で
あ

h
、
交
通
税
は
債
値

ω却
も
、
所
得
又
は
財
産
の
移
縛
又
は
共
他
の
痕
値

前

議

租
祉
分
凱
由
一
集

第
ニ
十
七
巻

第

披

五

穴

I3astable， l. c. p. 28。34) 



論

震

租
揖
分
剃
由
一
案

第
二
十
七
巻

プミ

四

第

貌

に
於
け
る
異
動
を
課
す
る
の
で
あ
る
。

相
減
税
中

ω取
得
枕
は
財
産
の
動
践
を
課
す
る
も
の
で
ゐ
b
、
遺
産
税

Z
て
も
相
績
に
か
、

h
た
る
財
産
の
塊
ご
い
ふ
財
産
の
動
態
を
践
す
る
も
の
で
ゐ
る
。
土
地
培
償
税
財
産
靖
債
枕

は
準
一
覚
、
財
産
償
値
の
異
動
の
殺
で
あ
り
、
超
過
所
得
税
に
歪
り
て
は
所
得
の
一
の
動
態
を
揃
へ

τ課
す
る
も
の

ぜ
し
て
良
い
。ノ

f
マ
ン
は
、
分
菰
に
椋
楢
と
な
る
べ
き
元
議
は
、
凡
べ
て
の
純
知
山
色
括
的
な
る
分
抑
制
が
此
土
蓋
に
於
て
可
能
な
る
削
〈
に
誕
宣
る

h

を
張
す
と
し
て
居
る
。

(
陸
-
五
)

(
陸
-
穴
)

所
得
と
か
牧
錠
と
か
い
ふ
も
自
は
、
共
自
身
動
き
つ
つ
あ
る
も
の
だ
ー
と
も
見
ら
れ
る
が
、
併
し
課
枕
山
上
に
て
は
、
品
所
得
や
牧
症
の

訓
告
つ
込
あ
る
其
時
々
々

ω
欣
閣
を
見
て
謀
抽
ナ
る
凶
J

て
な
〈
、
一
定
期
山
に
却
は
れ
た
り
を
、

一
定
時
枯
に
取
組
曲
て
見
て
、
其
静
龍
に
課
す

る
も
の
と
し
て
可
ぃ
。

吟
此
分
類
に
於
て
は
重
要
な
る
分
類
岡
崎
準
が
用
ゐ
ら
れ
て
居
る
正
い
ふ
こ
正
も
あ
る
。
元
来
分
類
に
於

τは

成
る
ぺ
(
重
要
な
意
義
ゐ
る
楳
率
を
用
ゐ
た
し
正
す
る
所
だ
が
詔
一
七
)
、
卒
に
し
て
此
分
類
に

τは
所
得
財
産
ピ

い
ふ
祖
枕
に
正

h
て
は
重
要
な
る
事
項
、
邸
も
枕
源
正
し
て
終
局

ω標
準

Z
L
τ
重
要
な
る
も

ω
、
欺
践
を
標
準

Z
し
て
居
る
ご
い
ふ
こ
ど
が
い
へ
る
の
で
あ
る
富
一
λ
)
。

前
出
詰
四
品
世
間

(
陸
一
七
)

(
四
-
A
)
所
得
と
財
産
と
い
ふ
て
も
、
財
産
位
二
衣
的
制
助
的
て
、
腕
待
出
主
た
る
枇
訴
と
hu
る
@
セ
リ
グ
マ
シ
は
、
歴
且
的
に
は
色
々
の
標
準

が
順
次
行
は
れ
た
け
れ

E
も
、
結
局
、
近
世
に
て
は
所
得
が
最
公
平
正
し
て
品
質
行
す
る
こ
と
の
山
家
る
鴻
準
&
な
っ
た
。
祖
税
制
度
を
整
頓
す

る
乙
と
の
大
部
分
は
、
金
値
上
、
由
燕
る
だ
け
、
筒
人
の
純
所
得
に
臨

f
る
こ
と
与
す
る
に
あ
り
・
と
い
ふ
α

Neumann， a. a. O. S. 453・
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で
な
( (は)
、此

分
類
t主
賞
際
事
a情

も
遊
廓
し
得
る。
上
に
い
ふ
如
〈
に
し
て
此
分
類
が
皐
問
的
に
侵
値
あ
る
ば
か
り

質
際
的
で
も
ゐ
る
の
は

の
ま
(
上
の
強
味
で
ゐ
る
。

R
T
類
は
車
に
準
向
上
に
有
意
義
で
あ
っ
て
も
、
術

ほ
賞
際
に
迂
遠
な
も
の
で
は
値
が
少
い
。
租
一
枕
の
如
き
も
の
、
一
分
類
は
行
政
賞
際
に
も
一
致
す
る
事
が
史
上
に
も

曜
ま
し
い
宗
一
九
)
O

然
る
に
此
賞
際
に
て
は
少
〈
古
も
重
な
る
現
代
岡
家
で
は
、
所
得
及
財
産
の
静
践
を
課
す
る

所
の
所
得
税
牧
袋
税
又
は
財
産
税
を
以
て
基
本
枕

t
L
一
次
税
ご
し
又
は
正
税
ご
も
い
ふ
べ
き
も
の
E
し
て
居
る

ニ
ピ
は
守
は
れ
な

-vo
此
等
の
も
の
じ
て
先
づ
以
て
一
踏
の
一
公
卒
を
得
ん
ご
努
め
て
居
h
J
、
交
通
枕
や
消
費
税
を

少

f
ど
も
会
卒
見
地
か
ら
し
て
は
前
記
の
も
の
ご
決
し
て
掛
等
調
し
℃
は
居
ら
ぬ
。
之
等
を
附
帯
枕
ざ
し
て
居

品
。
相
続
税
を
一
夜
税
の
仲
閉
じ
入
れ
て
居
る
闘
が
な
い
さ
は
い
へ
な
い
。

き
う
い
ふ
設
明
を
す
る
人
も
あ
る
や

う
で
は
あ
る
が
定
一
一

G
・
併
し
凡
ぺ

τの
闘
が
ま
だ
然
h
E
は
い
へ
争
、
特
に
我
邦
の
如
き
は
然
ら
十
で
ゐ

h
、

ヌ
俄
A
T
各
岡
が
相
率
ゐ

τ
一
次
枕
的
に
扱
ふ
や
う
に
な
っ
ロ
記
し
て
も
、
比
枕
の
如
〈
、
能
力
に
勝
争
る
に
於
て

不
完
全
な
る
も
の
(
詰
ニ
一
)
、
税
牧
額
の
異
動
の
大
な
る
べ
き
も
の
(
位
二
二
三

そ
し
て
鈴

h
仁
牧
入
額
の
大
な
る
こ

ご
を
期
上
難
き
も
の
(
註
ニ
一
一
一
)
を
一
次
枕
正
す
る
こ
正
は
決
し
て
越
嘗
な
る
蕗
置
ご
は
い
へ
な
い
。
む
し
ろ
相
続
税

は
ニ
衣
税
Z
し
て
扱
ふ
べ
き
も
の
で
あ

b
、
今
日
の
賃
際
も
大
鰻
む
し
ろ
二
夫
税
扱
を
し
て
居
b
、
吾
人
の
分
類

定
一
貫
際
行
政
ご
は
背
反
し
て
居
ら
ぬ
。

(
睦
目
丸
)

町

ノ
イ
マ
ン
は
、
分
刻
棋
単
に
つ
き
、
此
が
出
車
る
だ
け
財
政
官
際
に
於
げ
る
匝
別
主
調
和
す
る
こ
と
が
望
ま
し
と
す
る
。

諭

議

租
揖
分
翻
白
一
案

第
二
十
七
巻

一
六
五

茸S

蛾

七
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前

叢

第
二
十
七
巻

静

観

J、

租
積
分
調
由
一
案

，、
六

(
肱
ニ
O
}

前
出
註
九
参
冊
。

(
陸
-
一
-
)

相
鶴
松
4
F
見
様
に
よ
り
て
能
力
に
聴
じ
て
益
平
と
な
ら
ぬ
と
い
ふ
と
と
は
、
一
財
産
に
つ
き
相
続
。
現
は
る
h

皮
般
が
非
常
に
直
々
で

あ
り
、
或
も
の
に
て
は
短
き
岡
崎
に
て
鏡
り
に
現
は
れ
る
の
に
、
他
の
も
の
に
て
は
非
常
に
永
き
時
の
間
訂
は
れ
ぬ
と
い
ふ
と
と
に
よ
り
て
も
推

定
さ
れ
る
。
て
此
は
防
相
秘
申
財
産
松
田
如

t
年
々
規
則
正
し
〈
取
る
枇
占
の
間
正
大
な
相
違
が
あ
る
。
チ
ス
カ
は
、
相
副
秘
主
も
告
品
て
一
般

に
従
串
積
。
僻
貼
d
r
明
か
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
此
副
会
〈
組
情
的
給
什
能
力
に
臨
じ
て
分
級
せ

L
め
ず
、
又
は
晒
不
完
全
な
る
庇
に
て
白
み
分

謁

組
せ
し
め
る
。
随
て
租
酷
の
修
一
要
求
た
る
牒
枇
公
正
由
要
求
に
、
曜
劇
る
僅
か
に
臨
ず
る
こ
と
が
決
定
的
の
も
の
だ
か
ら
と
い
ふ
て
居
る
。

(
位
二
二
)

ノ
イ
マ
ン
は
、
相
鰻
及
贈
典
枕

ω間
接
枕
に
託
似
し

τ直
接
枇
に
近
似
し
な
い
。
曲
が
同
接
酷
主
務

L
t、
共
杭
翻
に
於
て
大
な
る
勘

携
に
置
か
る
L
ζ

と
に
よ
り
で
繰
り
で
あ
る
。
何
ぜ
か
な
れ
ば
、
此
が
恒
久
的
自
永
続
的
の
事
物
に
か
-
A

ら
な
い
で
、
組
過
的
自
由
胆
動
的
自
事
物

に
か
L

る
か
ら
と
い
ふ
て
居
る
凶

(
量
二
三
)
相
蹴
秘
枇
甑
も
段
々
大
と
古
る
側
は
あ
る
吋
れ

y-
も
、
今
日
ま
だ
重
曹
を
成
す
に
は
足
ら
な
い
e
我
闘
の
共
白
'
聞
き
未
だ
ご
千
高
闘
に

満
た
な
い
ほ

r
?も
の
で
あ
る
。

吉

野(に)
ー此
致分
は類
すが
る欝
け来
れの
E 壷
も帳
、 税

其従
よ率
り税

会露
塑麓
IJ' 従

聖義

者E
~j 古
住定

等霊
匂機
ピ品

:号
』 も
l!: 1、
舟;

ゐごニ
る ii。一
奮恩
来の
の分
t~ 類

主
持
L
f消
費
税
と
し
て
二
次
税
ご
す
べ
き
も
り
で
ゐ

b
な
が
ら
も
、
庇
接
消
費
枕
(
使
用
枕
)
を
牽
帳
税
ご
し
、

間
接
消
費
総
を
従
率
校
正
し
て
別
り
枕
栂
ご
し
な
〈
て
な
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
(
龍
二
豆
、
此
分
類
に
依
れ
ば
共

に
之
や
動
越
枕
ゆ
方
に
入
れ
る
こ
芭
が
出
来
る
(
詑
二
六
)
O

叉
欝
来
の
だ
正
、
酒
造
枕
な

E
の
如
き
・
普
通
に
間
接

消
費
税
ご
見
ら
れ
、
随
ふ
て
従
卒
税
正
す
べ
き
筈
の
も
の
が
、
其
賞
際
技
術
上
か
ら
見
て
肇
帳
税
だ
ご
も
せ

ιれ
Tyszka. a. 3. O. S. 23T-2JZ 
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得
る
や
う
仁
な
る
、
随
ふ
て
は
之
を
所
得
税
や
財
産
税
や
吉
岡
む
に
扱
ふ
こ
芭
に
な
る
ご
い
ふ
不
穏
常
の
-
』
ぜ
に

も
な
る
(
註
ニ

E

七
)
O

然
る
に
此
分
類
に
依
れ
ば
此
穏
の
殺
は
明
か
に
動
態
枕

E
L
て
所
得
税
や
財
産
税
な
ど
ど
は
別

に
扱
ふ
噌
」
正
が
出
来
る
。

純
増
枯
〈
]
ロ
コ

Z
2
0司
}
は
噛
過
に
行
は
る
L

詞
て
あ
り
、
古
頃
は
又
帥
課
税
(
〈
何
日
コ
E
宮
内
口
出
向
)

〉

〉
0

3

 

従
串
抽

(
1

『
司
品
。
寸
耳
切

d
g・
)
と
い
ふ
阿
も
周
ゐ
ら
れ
刊
一
定
期
枕
掛
合
枇
と
い
ふ
詞
は
夙
に
ノ
イ
マ
九
百
川
ゐ
て
抗
徒
之
は
倣
P
A

も
あ
る
が
欄
合

枯
を
定
期
枕
主
封
立
せ
ず
し
て
、
使
っ
た
の
も
あ
る
。
共
は
ロ
ツ
ッ
、
ス
ト
ル
ツ
ツ
、
市
ル
グ
ト

r.
ロ
ツ
ッ
は
、
之
を
叫
謀
拍
t

と
劃
立
さ
吐
、

九
ト
ル
ツ
ツ
は
シ
ヤ
ア
ツ

y
F
Y
{凶

nr-Eコ
向
。
ロ
)
と
封
立
さ
せ
て
使
っ
た

Q

そ
し
て

r
ル
グ
ト
は
之
を
北
統
的
に
碗
貨
な
る
事
由
に
基
'
砥

〉

と
劉
立
さ
せ
て
位
ワ
た
叫

附

(
健
二
五
)
り
骨
組
曲
見
解
よ
り

L
て
匡
接
泊
費
抽
は
益
山
間
一
関
又
は
叫
叫
曲
目
い
入
れ
ら
れ
る
ロ
例
之
、
ノ
イ
マ
ン
、
ロ
ツ
ッ
、
チ
ス
カ
的
W
L
O

、

，

，

制

。
“
尤
も
品
1

4

ル
ヒ
の
如
き
世
此
見
僻
よ
り
し
て
此
直
接
消
費
枕
た
る
咋
府
枯
.
犬
枯
な

rを
も
、
間
接
祉
に
入
る
べ
し
と
し
て
屑
る
@

(
 

(
位
一
六
)
此
鮎
に
て
は
私
由
分
翻
は
シ

z
y
レ
ー
の
直
披
間
接
続
。
別
主
同
一
結
果
と
壮
る
。
即
ち
彼
も
亦
た
使
用
枕
世
間
接
間
に
入
れ
て
居

〉E
 

る。

{
位
二
回
)

選
脱
紐
(
円
何
百
仰
向
司
氏
。
ロ
雪
}

(
佐
ニ
七
)

$

1

4
ル
ヒ
は
、
質
問
怖
が
決
定
的
に
間
接
枕
に
入
れ
て
居
る
所
由
喜
〈
の
柑
が
盛
版
的

ω
帳
簿
に
よ
り
て
蹴
せ
ら
れ
る
。
例
之
、
基
泊
、

E

穴
-
酒
、
砂
糠
附
館
内
如
し
。
加
之
、
貸
際
d
v
決
定
的
に
間
接
柑
に
監
ふ
る
併
の
犬
枇
に
て
も
、
直
接
納
柑
義
務
あ
る
犬
山
所
右
者
由
日
鍬
を
持
つ

却
制

た
縫
統
的
官
維
が
導
か
る

L
K
い
ふ
て
居
る
。

ほ
真
に
二
次
的
の
問
題
で
は
ゐ
る
炉
、
一
次
枕
中
に
於
て
、
一
般
所
得
税
が
主
要
枕
ピ
な
り
、
牧
盆
税
又
は

財
産
税
又
は
部
品
川
所
得
枕
が
補
完
枕
正
な
る
ご
い
ム
事
も
、
事
物
の
性
師
団
に
も
賂
た
質
際
の
取
扱
に
も
一
致
し
た

も
の
で
あ
る
。

輸

設

;1， 

租
給
分
剣
由
一
案

都
二
十
七
巻

町
大
七

由主

駿

a ~otz....' Fw. S. 224. Eheberg， Fw. 18 & 19 Aufl. S. 22I 
O. S. aT. 
Nellmann， a. a. Q. S. 421':， 
Lotz. ebenda. Strutz， Grumlb巴明riffe ues Steuerwesen5目 2 Aufl. S. 10. 

Dorght. Fw. 5 Aufl. 11-1. S. 38. 
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議

租
枯
分
獅
白
一
案

第
二
十
七
佳

，、
入

O 

都

税

前
B
共
短
所
1
1斯
く
引
仙
の
品
川
類
は
相
晶
画
山
長
所
hr持
も
叉
説
明
し
得
る
も
の
で
は
ゐ
る
が
、
併
し
程
白
ら
も

其
は
、
ほ
ん
の
一

ω試
み
正
し
て
皐
げ
た

b
の
に
過
y
d
宇
古
銭
し
、
此
に
或
若
干
り
溺
貼
の
存
す
る
こ
ご
は
見
逃

し
て
居
ら
な
い
。
先
づ

い
此
分
類
に
於
て
課
税
標
準
に
於
け
る
類
似
性
に
よ
h
，
分
類

L
得
な
か
っ
た
事
ー
ー
の
欣
勅
は
之
を
認
め
な

け
れ
ば
な
ら
な

ν。
併
し
其
が
兎
も
角
、
課
税
物
件
ご
い
ふ
課
税

ω第
二
万
索
、
又
は
税
源
的
回
調
h
た
る
朕
態
古

い
ふ
重
要
な
る
一
克
煮
に
よ
h
て
分
類
し
得
た
る
以
上
は
、
此
非
難
の
如
き
は
怨
す
る
に
足
る
ご
し
て
可
い
。

ろ
相
縦
枕
が
次
第
に
財
産
課
税

ω意
味
を
強
〈

L
っ
、
あ
る

ωに
、
之
を
所
得
及
財
産
税
よ
り
も
別

ωも
の

ご
し
た
事

l
ー
が
脚
か
遺
憾
で
は
あ
る
。
併
し
共
事
も
貨
は
末

r確
定
的

ω
こ
ご
で
は
な
〈
、
特
に
我
闘
の
如
き

で
は
一
暦
然
・
り
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
所
得
を
課
枕
す
る
一
方
法
に
過
ぎ
必
吉
も
す
べ
き
で
あ

b
、
北
〈
を
所
得
及
川
畑

産
税
正
一
緒
に
し
な
い
で
も
差
支
な
い
ご
い
ふ
事
は
、
脅
し
く
所
得
課
税
の
一
方
法
た
る
消
費
税
や
多
〈
の
交
通

殺
を
所
得
及
財
産
税
ご
一
緒
に
し
な
い
で
も
差
支
な
し
ご
せ
ら
る
、
ピ
同
じ
で
あ
る
。

は
此
大
分
類
が
沓
来
の
盈
帳
校
(
又
は
賦
課
税
又
は
定
期
税
)
従
卒
校
(
叉
は
機
曾
税
)
的
別
吉
岡
じ
も
の
に
過

ぎ
ぬ
の
で
は
な
い
か

1
1然
ら
ば
別
段
新
し
い
も
の
で
は
な
い
り
で
は
な
い
か
ご
も
い
は
れ
や
う
が
、
併
L
叉
此

沓
叶
却
の
に
新

L
い
意
味
を
典
へ
た
い
け
で
も
、

一
の
貢
献
で
ゐ
b
、
そ
し
て
更
に
奮
来
の
よ
h
も
一
屠
越
切
な
る

分
類
の
出
来
る
や
う
に
改
め
た
古
い
ふ
馳
も
あ

h
、
而
か
も
何
寝
か
醤
来
の
、
そ
し
て
虞
〈
寅
際
に
も
行
は
れ
て
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居
る
の
正
一
致
す
る
に
け
に

τは
却
っ

τ便
宜
に
趨
う
吉
も
い
は
れ
る
の
で
ゐ
品
。

最土
日

論

一
元
来
租
税
分
類
ご
い
I

ふ
事
は
六
っ
か
し
さ
こ
ど
で
、
古
来
幾
多
の
試
み
が
行
は
れ
て
も
未
に
満
足

ωも
ωは
な

ぃ
。
特
に
直
接
税
間
接
枕
的
一
回
別
に
附
帯
し
て
甘
い
分
類
が
し
て
見
た
い
ご
い
ふ
事
は
多
く
の
人

ω注
意
を
引
い

た
所

rが
、
何
う
も
甘
〈
は
往
か
な
い
。
プ
ロ
イ
ャ
ー
が
最
近
に
之
に
つ
き
新
し
い
試
を
後
表
し
た
。
共
に
長
所

も
ゐ
る
が
、
短
所
も
あ
っ
て
其
短
所
に
重
大
な
る
も
の
が
あ
る
o

で
私
は
訟
に
其
を
改
良
し
て
一
の
別
の
案
を
出

し
て
見
花
。
英
は
静
態
枕
.
動
態
税
の
匝
別
で
ゐ
り
、
所
得
又
は
財
産
の
静
態
を
訣
す
る
も
の
ご
、
業
の
動
践
を

課
す
る
も

ω
ご
の
別
で
あ
る
が
、
そ
し
て
此
に
多
少
遺
城
山
町
耽
剛
山
り
あ
る
こ
ピ
は
閏
よ
り
見
務
す
も
の
で
は
な

ν

が
、
之
仁
よ

b
訓
附
税
物
件
仁
於
り
る
軍
大
な
る
相
惑
を
分
相
抑
制
問
準
E
錯
し
、
而
か
も
明
瞭
な
る
品
川
知
則
が
行
は
れ
、

資
際
行
政
ご
も
一
致
し
、
従
来
り
分
類
に
附
帯
し
て
其
依
陥
を
補
充
し
得
た
る
ニ
己
に
於

τ.
何
程
か
の
意
味
ゐ

る
も
の
で
は
な
い
か
己
思
ム
。
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